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第 号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数
…
…

調
委
告
示

業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

告

口
県
告
示
第
三
百
四
十
号

安
林
予
定
森
林
（
森
林
整
備
課
）
…

定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告成
十
八
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北
地
区

管
告
示

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

地
改
良
事
業
施
行
の
同
意
（
農
村
整

週
火
・
金
曜
日
発
行

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

よ
る
指
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示
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…
…
…
…
…
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…
…

争
入
札
の
参
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資
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（
都
市
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防
課
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の
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）
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農
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整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

寺
川
換
地
区
）
の
換
地
処
分
（
農
村
整

護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
五
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…の

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

お
り
介
護
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関
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廃
止
し
た
旨

…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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平 成 年
月 日

（火曜日）

会

丁
目
一
〇
一

五

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

ア
ス
ワ
ン
山
荘

宇
部
市
大
字

田
四
〇
の
二

一

社
会
福
祉
法
人

愛
世
会

〃

大
字

中
一
二
六
の

医
療
法
人
新
生

岩
国
市
多
田

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

居

宅

介

護

事

業

者

社
会
福
祉
法
人

周
南
市
社
会
福

祉
協
議
会

周
南
市
速
玉

三
番
一
七
号

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

美
和
町

玖
珂
郡
美

字
生
見
二

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

の

ク
リ
ニ
ッ
ク
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

町
一
丁
目

五
〇
号

名

称

所

在

木二

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
ア
ス
ワ

ン
山
荘

宇
部
市
大

田
四
〇
の

一

山一

セ
ン
チ
ュ
リ
ー

２
１
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

〃

大

中
一
二
六

三

い
し
い
ケ
ア
・

岩
国
市
室

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

居

宅

介

護

事

業

町

ゆ
っ
た
り
熊
毛

周
南
市
大

田
三
〇
の

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

和
町
大

一
二
六

美
和
町
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

玖字
山
口

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

一

一
番

〃

種
類

地字
木

二
二

短
期
入

所
生
活

介
護

平
成
一
二
、

四
、

字
山

の
一

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護

平
成
一
八
、

〃

の
木

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

指
定
年
月
日

字
安

二

訪
問
入

浴
介
護

平
成
一
八
、

三
、
三

事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

珂
郡
美
和
町
大

生
見
二
一
二
八

平
成
一
五
、

一
二
、
三

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地

〃 一〃 、 一一

告

示



平

名

成 年 月 日 火曜日

山
生

介
護特

山 口

有
限

ん
家

社
会
恒
和

大
平

（定期）県 報

〃〃周
南

第 号

〃〃〃

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

口
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
福
祉
用
具
の
給
付

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

サタ

会
社
楽
さ

防
府
市
東
松
崎

町
四
番
一
六
号

２所ん

福
祉
法
人

会

柳
井
市
伊
保
庄

一
の
四

グム

有
限
会
社

〃

中
央
一

丁
目
八
番
一
号

もル ア

〃

〃
〃

デセらア

〃

〃
〃

デセらア

市

周
南
市
岐
山
通

一
丁
目
一

周部

〃

〃
〃

デセらア

〃

〃
〃

デセらア

〃

〃
〃

デセら

名

称

所

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と

山
口
県
知

特
定
福
祉
用
具
販
売
事

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

号

４
時
間
宅
老

新
田
の
楽
さ

家

防
府
市
大
字
新

田
九
六
六
の
一

ル
ー
プ
ホ
ー

ゆ
う
わ
苑

柳
井
市
伊
保
庄

一
の
四

み
の
木
グ

ー
プ
ホ
ー
ム

〃

中
央
一

丁
目
八
番
一
号

セ
ン
タ
ー

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
さ
く

ん
ぼ
平
田
ケ

セ
ン
タ
ー

〃

平
田
六

丁
目
二
九
番
一

一
号

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
さ
く

ん
ぼ
横
山
ケ

セ
ン
タ
ー

〃

横
山
一

丁
目
一
二
番
五

〇
号

南
市
中
央
西

老
人
デ
イ

周
南
市
新
地
三

丁
目
二
番
三
〇

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
さ
く

ん
ぼ
川
下
ケ

セ
ン
タ
ー

〃

車
町
一

丁
目
五
番
一
二

号

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
さ
く

ん
ぼ
玖
珂
ケ

セ
ン
タ
ー

〃

玖
珂
町

五
〇
四
五
の
二

〇

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
さ
く

ん
ぼ
坂
上
ケ

〃

美
和
町

渋
前
九
七
七
の

一

在

地

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

お
り
指
定
し
た
。

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
番
一
号

社
会
福
祉
法
人

ア
ス
ワ
ン
山
荘

宇
部
市
大
字

田
四
〇
の
二

一

医
療
法
人
和
同

会

〃

大
字

岐
波
二
二
九

三

株
式
会
社
河
村

福
祉
サ
ー
ビ
ス

〃

相
生

四
番
二
号

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン

東
京
都
港
区

本
木
六
丁
目

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

〃

〃

〃

〃

〃

カ
ル
サ
ー
ビ
ス

万
本
郷
二

の
五

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
三

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

東
京
都
千

神
田
駿
河

目
九

サ
ン
ケ
ン
実
業
株

式
会
社

宇
部
市
神

丁
目
二
番

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ス

大
阪
市
北

満
三
丁
目

号

有
限
会
社
メ
デ
ィ

周
南
市
大

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

号

木二

ア
ス
ワ
ン
山
荘

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

大

田
四
〇
の

一

西の

宇
部
西
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

大

波
二
八
七

町

株
式
会
社
河
村

福
祉
サ
ー
ビ
ス

〃

大

岐
波
四
四

の
四

六一

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
山
口
宇
部

〃

寿

丁
目
五
番

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

田台

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
厚
南

宇
部
市
大

崎
開
作
一

の
三

ア
イ
リ
ス
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
西
岐

波

〃

大

岐
波
一
五

の
一

四
六
〇

カ
ル
サ
ー
ビ
ス

万の

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

代
田
区

台
二
丁

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
厚
南

宇開

原
町
二

九
号

サ
ン
ケ
ン
実
業
株

式
会
社
ひ
ま
わ
り

宇
部

〃丁

区
西
天

三
番
七

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ス
岩
国
支
店

岩目

字
須
々

有
限
会
社
メ
デ
ィ

周
字
木

二
二

〃

〃

〃

字
際

の
一

〃

〃

〃

字
西

〇
一

〃

〃

〃

町
二

一
六

〃

〃

〃

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地字
妻
一
三

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
一
八
、
四
、

字
西

四
五

〃

〃

〃

本
郷
二
四
六
〇

五

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

部
市
大
字
妻
崎

作
一
一
三
の
三

平
成
一
八
、

四
、

神
原
町
二

目
二
番
九
号

〃

〃

国
市
御
庄
四
丁

一
〇
六
の
七

〃

〃

南
市
大
字
須
々

〃 二

〃〃〃〃 一〃 〃、 一〃〃



平成

株
式
ス
ン

年 月 日 火曜日

有
限

部タ
ー

社
会

宇
部

祉
協

社
団

市
医

山 口 県

有
限
ン
ド

社
会
扶
老

医
療
組
合

社
会

む
べ

（定期）報

う
・

社
会

宇
部
業
会

医
療
会社

会
宇
部
祉
協

第 号

社
会

神
原

〃特
定
動

セ

会
社
コ
ム

東
京
都
港
区
六

本
木
六
丁
目
一

〇
番
一
号

株スケ

一

セ部

会
社
上
宇

ケ
ア
セ
ン

〃

川
添
三

丁
目
四
番
二
四

号

有部タ

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

〃

琴
芝
町

二
丁
目
四
番
二

〇
号

宇の事

法
人
岩
国

師
会

岩
国
市
室
の
木

町
三
丁
目
六
番

一
一
号

岩ン病

会
社
フ
レ

サ
ー
ビ
ス

〃

大
字
中

宇
部
一
九
六
四

フビ

福
祉
法
人

会

〃

大
字
船

木
八
三
三
の
三

扶パシ

生
活
協
同

健
文
会

〃

五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

ヘテば

福
祉
法
人

の
里

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

む福

生

〇
号

福
祉
法
人

市
厚
生
事

〃

野
原
一

丁
目
一
六
番
一

五
号

好パシ

法
人
博
愛

〃

上
町
一

丁
目
四
番
一
一

号

さパシ

福
祉
法
人

市
社
会
福

議
会

〃

琴
芝
町

二
丁
目
四
番
二

〇
号

社宇祉訪所

福
祉
法
人

苑

宇
部
市
神
原
町

二
丁
目
一
番
二

二
号

神ホパシ

〃

〃〃

〃

神ヘテ

非
営
利
活

法
人
き
ょ

〃

常
盤
台

二
丁
目
二
番
一

ケ共
ン
タ
ー

式
会
社
コ
ム

ン
岩
国
中
央

ア
セ
ン
タ
ー

〃

麻
里
布

町
四
丁
目
一
六

番
二
号

ン
タ
ー
上
宇

限
会
社
上
宇

ケ
ア
セ
ン

ー

〃

川
添
三

丁
目
四
番
二
四

号

部
社
協
く
す

き
ヘ
ル
パ
ー

業
所

〃

大
字
船

木
四
四
二
の
一

一

国
市
医
療
セ

タ
ー
医
師
会

院
ヘ
ル
パ
ー

岩
国
市
室
の
木

町
三
丁
目
六
番

一
二
号

レ
ン
ド
サ
ー

ス

〃

大
字
中

宇
部
一
九
六
四

老
会
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

大
字
船

木
八
三
三
の
三

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン
は

た
き

〃

五
十
目

山
町
四
番
八

一
号

べ
の
里
在
宅

祉
サ
ー
ビ
ス

〃

開
一
丁

目
七
番
七
号

号

生
園
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

野
原
一

丁
目
一
六
番
一

五
号

る
び
あ
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

浜
町
二

丁
目
一
番
三
号

会
福
祉
法
人

部
市
社
会
福

協
議
会
指
定

問
介
護
事
業

〃

琴
芝
町

二
丁
目
四
番
二

〇
号

原
苑
上
宇
部

ー
ム
ヘ
ル

ー
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

宮
地
町

五
番
四
〇
号

原
苑
ホ
ー
ム

ル
パ
ー
ス

ー
シ
ョ
ン

〃

神
原
町

二
丁
目
四
番
四

〇
号

ア
セ
ン
タ
ー

生

〃

中
央
町

三
丁
目
二
番
五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

五
、

〃

〃

〃

四
、

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

み
な
み
病
院

町
二
丁
目
七

番
二
三
号

祉
協
議
会

〇
号

医
療
法
人
博
愛

会

〃

上
町

丁
目
四
番
一

号

医
療
生
活
協
同

組
合
健
文
会

〃

五
十

山
町
一
六
番

三
号

社
会
福
祉
法
人

む
べ
の
里

〃

大
字

須
恵
三
二
〇

一

医
療
法
人
岩
国

岩
国
市
南
岩

ビ
ス

六
〇
の
五

社
会
福
祉
法
人

秋
芳
町
社
会
福

祉
協
議
会

美
祢
郡
秋
芳

大
字
秋
吉
五

一
三

社
会
福
祉
法
人

愛
世
会

宇
部
市
大
字

中
一
二
六
の

社
会
福
祉
法
人

宇
部
市
社
会
福

〃

琴
芝

二
丁
目
四
番

社
会
福
祉
法
人

周
南
市
社
会
福

祉
協
議
会

周
南
市
速
玉

三
番
一
七
号

社
会
福
祉
法
人

鼓
ヶ
浦
整

学

園

〃

大
字

米
七
五
二
の

社
会
福
祉
法
人

周
南
北
部
福
祉

会

〃

大
字

々
万
本
郷
二

の
一

有
限
会
社
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー

〃

〃
二

株
式
会
社
メ

デ
ィ
ス

大
阪
市
北
区

天
満
三
丁
目

番
七
号

有
限
会
社
ス

リ
ー
エ
ス
山
口

岩
国
市
南
岩

町
一
丁
目
一

番
三
一
号

有
限
会
社
渡
辺

薬
局

〃

今
津

四
丁
目
三
番

号

七

テ
ー
シ
ョ
ン
つ

く
し

町
二
丁
目

番
三
九
号

事
業
所

一

一一

さ
る
び
あ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

浜

丁
目
一
番

目二

虹
の
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〃

五

山
町
四
番

一
号

東の

む
べ
の
里
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

大

須
恵
三
二

一

国

訪
問
看
護
ス

岩
国
市
南

ビ
ス
・
訪
問
介

護
部
門

六
〇
の
五

町三

社
会
福
祉
法
人

秋
芳
町
社
会
福

祉
協
議
会

美
祢
郡
秋

大
字
秋
吉

一
三

山一

セ
ン
チ
ュ
リ
ー

２
１
訪
問
入
浴

介
護
事
業
所

宇
部
市
大

中
一
二
六

町二

宇
部
社
協
く
す

の
き
訪
問
入
浴

〃

大

木
四
四
二

町

周
南
市
社
会
福

祉
協
議
会
く
ま

げ

周
南
市
大

田
三
〇
の

久四

鼓
ヶ
浦
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
は
ぁ
と

〃

大

米
七
五
二

須八

友
愛
園
訪
問
介

護
事
業
所

〃

大

々
万
本
郷

の
一

四

有
限
会
社
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー

〃

〃

西三

株
式
会
社
メ

デ
ィ
ス
岩
国
支

店

〃

御

丁
目
一
〇

七

国七

ス
リ
ー
エ
ス
訪

問
介
護
事
業
所

岩
国

〃

南

町
一
丁
目

番
三
一
号

町二

有
限
会
社
渡
辺

薬
局
在
宅
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

〃

麻

町
二
丁
目

九
号

三

七
八

〃

町
二

三
号

介
護
予

防
訪
問

看
護

〃

四
、

十
目

八

〃

〃

〃

字
東

〇
の

〃

〃

〃

岩
国

〃

〃

芳
町

五
三

〃

〃

〃

字
山
の
一

介
護
予

防
訪
問

入
浴
介

護

〃

〃

字
船

の
一

〃

〃

五
、

字
安
二

〃

〃

〃

字
久

の
四

〃

〃

〃

字
須
二
八

〃

〃

〃

二
四

〃

〃

〃

庄
四

六
の

〃

〃

〃

岩
国

一
七

〃

〃

〃

里
布
一
番

〃

〃

〃

〃 〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃



平成 年 月 日 火曜日

有
限

ン
ド

社
会

む
べ

社
会

む
べ

株
式

タ
商

山 口

愛
世

社
会
光
栄

〃社
会

む
べ

（定期）県 報

神
原

社
会
む
べ

社
会

扶
老

医
療

佐
藤
ク社

会

第 号

株
式

イ
学

社
会

ア
ス

医
療

会社
会

会
社
フ
レ

サ
ー
ビ
ス

〃

大
字
中

宇
部
一
九
六
四

フビ

福
祉
法
人

の
里

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

芳サタ

下
関
市
彦
島
本

村
町
四
丁
目
九

番
一
号

まデセ

福
祉
法
人

の
里

宇
部
市
大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

むサタ

会
社
ハ
ツ

事 会

中
一
二
六
の
一

２ビ

福
祉
法
人

会

〃

大
字
東

岐
波
二
二
三

日波ス

〃

〃
〃

日サタ

福
祉
法
人

の
里

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

ひサタ

苑

二
丁
目
一
番
二

二
号

イン

福
祉
法
人

の
里

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

際ビ

福
祉
法
人

会

〃

大
字
船

木
八
三
三
の
三

楠ビ

法
人
社
団

ク
リ
ニ
ッ

〃

寿
町
二

丁
目
一
〇
番
二

〇
号

佐クス

福
祉
法
人

〃

大
字
山

セ

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

アセ波

福
祉
法
人

ワ
ン
山
荘

宇
部
市
大
字
木

田
四
〇
の
二
二

一

アデセ

法
人
和
同

〃

大
字
西

岐
波
二
二
九
の

三

宇サ

福
祉
法
人

〃

神
原
町

神
レ
ン
ド
サ
ー

ス

〃

大
字
中

宇
部
一
九
六
四

玉
園
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

大
字
東

須
恵
三
四
五
四

の
二

ど
か
苑
平
原

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

〃

西
平
原

二
丁
目
四
番
八

号

べ
の
里
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

１
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

中
一
二
六
の
一

の
山
園
西
岐

デ
イ
サ
ー
ビ

セ
ン
タ
ー

〃

大
字
西

岐
波
一
〇
一
八

の
六

の
山
園
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

大
字
東

岐
波
一
四
四
九

の
一

ら
き
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

開
一
丁

目
六
番
二
一
号

サ
ー
ビ
ス
セ

タ
ー

一
丁
目
四
番
五

号

波
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

〃

大
字
際

波
六
七
二
の
三

園
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

〃

大
字
船

木
八
三
三
の
三

藤
ク
リ
ニ
ッ

デ
イ
サ
ー
ビ

〃

居
能
町

一
丁
目
二
番
一

三
号

ン
チ
ュ
リ
ー

〃

大
字
山

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
西
岐

宇
部
市
大
字
西

岐
波
一
五
四
五

の
一

ス
ワ
ン
山
荘

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

〃

大
字
木

田
四
〇
の
二
二

一

部
西
デ
イ

ー
ビ
ス

〃

大
字
際

波
二
八
七
の
一

原
苑
藤
山
デ

〃

西
平
原

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

会

河
内
二
五
六

三

社
会
福
祉
法
人

周
南
北
部
福
祉

会

〃

大
字

々
万
本
郷
二

の
一

社
会
福
祉
法
人

豊
徳
会

美
祢
郡
秋
芳

大
字
青
景
一

七
三

〃

〃

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法
人

平
成
記
念
会

徳
島
市
勝
占

松
成
四
六

有
限
会
社
渡
辺

薬
局

岩
国
市
今
津

四
丁
目
三
番

号

社
会
福
祉
法
人

鼓
ヶ
浦
整

学

園

周
南
市
大
字

米
七
五
二
の

医
療
法
人
山
陽

〃

大
字

〃

有
限
会
社
て
ご

屋

〃

常
盤

一
丁
目
七
番

〇
号

社
会
福
祉
法
人

宇
部
市
社
会
福

祉
協
議
会

〃

琴
芝

二
丁
目
四
番

〇
号

医
療
法
人
新
生

会

岩
国
市
多
田

丁
目
一
〇
一

五

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

の

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

松
原
一
二

の
三

須八

友
愛
園
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

〃

大

々
万
本
郷

の
一

町八

青
景
園
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

美
祢
郡
秋

大
字
青
景

七
三

秋
吉
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

〃

〃

大
字
秋
吉

二
〇
の
一

町

平
成
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

平
田

〃

平

丁
目
三
一

号

町二

有
限
会
社
渡
辺

薬
局
在
宅
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス

〃

麻

町
二
丁
目

九
号

久四

鼓
ヶ
浦
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

周
南
市
大

米
七
五
二

大

三
丘
温
泉
デ
イ

〃

大

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

宇
部
二
九

の
三

台一

有
限
会
社
て
ご

屋
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

〃

常

一
丁
目
七

〇
号

町二

宇
部
社
協
く
す

の
き
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

〃

大

木
四
四
二

一

三の

い
し
い
ケ
ア
・

ク
リ
ニ
ッ
ク
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

岩
国
市
室

町
一
丁
目

五
〇
号

む
べ
の
里
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
は
ぎ
わ
ら

〃

大

岐
波
三
六

む
べ
の
里
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
は
ら

〃

大

崎
開
作
一

〇
の
三

む
べ
の
里
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
藤
山

〃

東

一
丁
目
五

八
号

山
門
デ
イ
サ
ー

〃

大
三
三

〃

字
須

二
八

〃

〃

〃

芳
町

一
八

〃

〃

〃

五
三

〃

〃

〃

田
五

番
七

〃

〃

〃

里
布
一
番

〃

〃

〃

字
久
の
四

〃

〃

〃

字
小

〃

〃

〇
一

〃

盤
台
番
一

〃

〃

〃

字
船

の
一

〃

〃

五
、

の
木
一
番

〃

〃

四
、

字
西

三
八

〃

〃

〃

字
妻

七
七

〃

〃

〃

藤
曲

番
二

〃

〃

〃

字
上

〃

〃 四

〃〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃



平成

サ
ン

株
式

年 月 日 火曜日

む
べ

株
式

イ
学

佐タ
ー

社

山 口 県

社
会
む
べ

社
会
周
南

会社
会

豊
徳

社
会

（定期）報

会社
会
ア
ス

社
会
神
原

社
会

愛
世

第 号

医
療

会医
療
組
合

医
療

ケ
ン
実
業

会
社

〃

神
原
町

二
丁
目
二
番
九

号

サ株わ

の
里

須
恵
三
二
〇
の

一

お

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

アセ

々
木
モ
ー

ス
株
式
会

宇
部
市
南
浜
町

二
丁
目
七
番
二

一
号

佐タ社

福
祉
法
人

の
里

特ホ里

福
祉
法
人

北
部
福
祉

特ホ

福
祉
法
人

会

美
祢
郡
秋
芳
町

大
字
青
景
一
八

七
三

特ホ

福
祉
法
人

宇
部
市
大
字
東

ケ

周
南
市
大
字
須

々
万
本
郷
二
八

の
一

須
恵
三
二
〇
の

一 〃

大
字
東

岐
波
二
二
九
の

三

ト

福
祉
法
人

ワ
ン
山
荘

〃

大
字
木

田
四
〇
の
二
二

一

特ホン

福
祉
法
人

苑

〃

神
原
町

二
丁
目
一
番
二

二
号

特ホ

福
祉
法
人

会

〃

大
字
山

中
一
二
六
の
一

特ホチ

法
人
太
白

宇
部
市
大
字
東

岐
波
四
三
二
二

の
一

医会病

生
活
協
同

健
文
会

〃

五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

宇

法
人
和
同

〃

大
字
西

宇
ン
ケ
ン
実
業

式
会
社
ひ
ま

り
宇
部

〃

神
原
町

二
丁
目
二
番
九

号

ば
苑

須
恵
三
二
〇
の

一

イ
リ
ス
ケ
ア

ン
タ
ー
厚
南

〃

大
字
妻

崎
開
作
一
一
三

の
三

々
木
モ
ー

ー
ス
株
式
会

〃

南
浜
町

二
丁
目
七
番
二

一
号

別
養
護
老
人

ー
ム
む
べ
の

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

別
養
護
老
人

ー
ム
友
愛
園

別
養
護
老
人

ー
ム
青
景
園

美
祢
郡
秋
芳
町

大
字
青
景
一
八

七
三

ア
ハ
ウ
ス
あ

宇
部
市
大
字
東

周
南
市
大
字

々
万
本
郷
二

の
一

須八

ス
テ
イ

波
二
八
七
の
一

別
養
護
老
人

ー
ム
ア
ス
ワ

山
荘

〃

大
字
木

田
四
〇
の
二
二

一

別
養
護
老
人

ー
ム
神
原
苑

〃

神
原
町

二
丁
目
一
番
二

二
号

別
養
護
老
人

ー
ム
セ
ン

ュ
リ
ー
２
１

〃

大
字
山

中
一
二
六
の
一

療
法
人
太
白

シ
ー
サ
イ
ド

院

宇
部
市
大
字
東

岐
波
四
三
二
二

の
一

部
協
立
病
院

〃

五
十
目

山
町
一
六
番
二

三
号

部
西
シ
ョ
ー

〃

大
字
際

〃

〃

〃

〃

防
特
定

施
設
入

居
者
生

活
介
護

〃

〃

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

〃

防
短
期

入
所
生

活
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

〃

有
限
会
社
ピ
ー

エ
ス
興
産

〃

大
字

岐
波
四
三
二

の
二
六 〃

医
療
法
人
和
同

会

宇
部
市
大
字

岐
波
二
二
九

三

社
会
福
祉
法
人

む
べ
の
里

〃

大
字

須
恵
三
二
〇

一

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

医
療
法
人
新
生

会

岩
国
市
多
田

丁
目
一
〇
一

五

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃
〃

株
式
会
社
メ

デ
ィ
ス

大
阪
市
北
区

天
満
三
丁
目

番
七
号

有
限
会
社
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー

ビ
ス

社
会
福
祉
法
人

愛
世
会

宇
部
市
大
字

中
一
二
六
の

周
南
市
大

々
万
本
郷

六
〇
の
五

字二
東七

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
サ
ン
き
ら
ら

〃

大

岐
波
四
三

の
二
六

セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ん
ぼ
横
山
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

丁
目
一
二

〇
号

西の

宇
部
西
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム

宇
部
市
大

波
二
八
七

東の

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
際
波

〃

大

波
六
七
二

ら
ん
ぼ
玖
珂
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ん
ぼ
坂
上
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

〃

美

渋
前
九
七

一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ん
ぼ
平
田
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

〃

平

丁
目
二
九

一
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

〃

横

三の

い
し
い
ケ
ア
・

ク
リ
ニ
ッ
ク
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

岩
国
市
室

町
一
丁
目

五
〇
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ん
ぼ
川
下
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

〃

車

丁
目
五
番

号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
さ
く

〃

玖

五
〇
四
五

西三

株
式
会
社
メ

デ
ィ
ス
岩
国
支

店

岩
国
市
御

丁
目
一
〇

七

有
限
会
社
メ

デ
ィ
カ
ル
サ
ー

ビ
ス

山一

セ
ン
チ
ュ
リ
ー

２
１
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

宇
部
市
大

中
一
二
六

須四

周
南
市
大

々
万
本
郷

六
〇
の
五

五

字
東

二
七

〃

〃

〃

番
五

〃

字
際

の
一

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

〃

〃

字
際

の
三

〃

〃

〃

和
町
七
の

〃

〃

〃

田
六
番
一

〃

〃

〃

山
一

〃

〃

型
通
所

介
護

の
木
一
番

〃

〃

〃

町
一
一
二

〃

〃

〃

珂
町
の
二

〃

〃

〃

庄
四

六
の

〃

〃

〃

〃

〃

〃

字
山
の
一

介
護
予

防
認
知

症
対
応

〃

〃

字二
須四

〃 〃〃〃 〃〃 〃〃〃 〃〃〃



平成 年 月 日 火曜日

平
成

社
会

最
勝

社
会

恒
和

大
平

山 口

医
療

う
会

有
限
メ
デ

医
療
会医

療

（定期）県 報

特
定
動
法

ル
プ
宇
部

社
会
む
べ

有
限
ん
家

第 号

社
会

愛
世

社
会

む
べ

〃〃

会

一
三
四
〇

ムホ

福
祉
法
人

会

柳
井
市
日
積
三

二
一
三

グム

福
祉
法
人

会

〃

伊
保
庄

一
の
四

グム

有
限
会
社

〃

中
央
一

丁
目
八
番
一
号

もル

法
人
あ
ろ

岩
国
市
中
津
町

一
丁
目
二
四
番

三
号

医うム

会
社
サ
ン

ィ
カ
ル

〃

今
津
町

一
丁
目
一
〇
番

九
号

グム

法
人
新
生

〃

多
田
三

丁
目
一
〇
一
の

五

グムラ

法
人
山
口

〃

玖
珂
町

グ

〃

ム

非
営
利
活

人
生
活
ヘ

セ
ン
タ
ー

〃

〃
三
一
〇
の

五

グム

福
祉
法
人

の
里

〃

〃
三
二
〇
の

一

グム

会
社
楽
さ

防
府
市
東
松
崎

町
四
番
一
六
号

２所ん

福
祉
法
人

会

〃

大
字
山

中
一
二
六
の
一

グムリ

福
祉
法
人

の
里

〃

大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

グム

〃

〃
〃

グム

〃

〃

グ
へ
い
せ
い

ー
ム

一
三
四
〇

ル
ー
プ
ホ
ー

あ
そ
か

柳
井
市
日
積
三

二
一
三

ル
ー
プ
ホ
ー

ゆ
う
わ
苑

〃

伊
保
庄

一
の
四

み
の
木
グ

ー
プ
ホ
ー
ム

〃

中
央
一

丁
目
八
番
一
号

療
法
人
あ
ろ

会
ま
い
ホ
ー

ひ
ま
わ
り

岩
国
市
車
町
一

丁
目
八
番
一
二

号

ル
ー
プ
ホ
ー

あ
か
し
あ

〃

今
津
町

一
丁
目
一
〇
番

九
号

ル
ー
プ
ホ
ー

チ
ェ
リ
ー
ブ

ッ
サ
ム

〃

下
三
四

二
の
一

ル
ー
プ
ホ
ー

〃

玖
珂
町

芳
玉
園

須
恵
三
四
五
四

の
二

ル
ー
プ
ホ
ー

む
べ

〃

〃
三
一
〇
の

五

ル
ー
プ
ホ
ー

山
門

〃

大
字
上

宇
部
二
九
〇
一

の
三

４
時
間
宅
老

新
田
の
楽
さ

家

防
府
市
大
字
新

田
九
六
六
の
一

ル
ー
プ
ホ
ー

セ
ン
チ
ュ

ー
２
１

〃

大
字
山

中
一
二
六
の
一

ル
ー
プ
ホ
ー

ひ
ら
き

〃

開
一
丁

目
六
番
二
一
号

ル
ー
プ
ホ
ー

藤
山

〃

東
藤
曲

一
丁
目
五
番
二

八
号

ル
ー
プ
ホ
ー

〃

大
字
東

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

号

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ

学
館

東
京
都
千

神
田
駿
河

目
九

サ
ン
ケ
ン
実
業
株

式
会
社

宇
部
市
神

丁
目
二
番

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ス

大
阪
市
北

満
三
丁
目

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

の
所
在
地

防
府
市

防
府
市
寿

一
号

岩
国
市

岩
国
市
今

丁
目
一
四

号

社
会
福
祉
法
人
豊

徳
会

美
祢
郡
秋

字
青
景
一

阿
東
町

阿
武
郡
阿

字
徳
佐
中

七
の
二

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
四

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

名

称

主
た
る
事事

業
者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

務
所

名

称

所

代
田
区

台
二
丁

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
厚
南

宇開

原
町
二

九
号

サ
ン
ケ
ン
実
業
株

式
会
社
ひ
ま
わ
り

宇
部

〃丁

区
西
天

三
番
七

株
式
会
社
メ
デ
ィ

ス
岩
国
支
店

岩目

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る

山
口

町
七
番

防
府
市
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

防一

津
町
一

番
五
一

岩
国
市
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

岩三号

芳
町
大

八
七
三

秋
芳
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

美字

東
町
大

三
四
一

阿
東
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

阿字二

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

山
口

ー

介
護
予
防
支
援

務
所

名

称

所具
販
売
事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

部
市
大
字
妻
崎

作
一
一
三
の
三

平
成
一
八
、

四
、

神
原
町
二

目
二
番
九
号

〃

〃

国
市
御
庄
四
丁

一
〇
六
の
七

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

府
市
寿
町
七
番

号

平
成
一
八
、

四
、

国
市
室
の
木
町

丁
目
一
番
一
一

〃

〃

祢
郡
秋
芳
町
大

青
景
一
八
七
三

〃

〃

武
郡
阿
東
町
大

徳
佐
中
三
三
八

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

六

一〃〃 、 一〃〃〃 、



平成

か

年 月 日 火曜日

山
森

安
林

一

山 口 県

土
市
町市

山
口

（定期）報

土
下
関

山

第 号

有
限

カ
ル

山
土

改
良

ら
二
〇
七
ま
で
、
二
〇
九
、
二
一

美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐
字
一
ノ
森
下

口
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
関
市
大
字
井
田
字
上
の
山
二
〇

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

町
名

施
行
地
区

市

沖
の
原
地
区

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

地
改
良
区
の
名
称

市
豊
田
町
土
地
改
良
区

口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

会
社
メ
デ
ィ

サ
ー
ビ
ス

周
南
市
大
字
須
々

万
本
郷
二
四
六
〇

の
五

口
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り

〇七
五
か
ら
七
七
ま
で
、
七
八
の

百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の

あ
る
。

山
口
県
知

一
か
ら
二
〇
三
ま
で
、
二
〇
四

第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条

つ
い
て
次
の
と
お
り
同
意
し
た

山
口
県
知

事
業
の
種
類

ほ
場
の
整
備

山
口
県
知

認

可

年

月

日

平
成
一
八
、

六
、
一

有
限
会
社
メ
デ
ィ

カ
ル
サ
ー
ビ
ス

周
南
市

万
本
郷

の
五

第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

認
可
し
た
。

一
、
七
九
、
八
〇
、
八
二
、
字

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

の
一
、
二
〇
四
の
二
、
二
〇
五

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

。事

二

井

関

成

同

意

年

月

日

平
成
一
八
、

六
、

九

事

二

井

関

成

二 大
字
須
々

二
四
六
〇

〃

〃

〃

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

工
事
場
所

山
口
市
吉

工
事
の
概
要

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

り
、
維
新
百
年
記
念
公
園
陸
上

般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

模
等
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う

方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

一

維
新
百
年
記
念
公
園
陸
上

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
九

下
関
市
大
字
井
田
字

に
限
る
。
）

美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐

七
の
一
・
二
三
六
七
の

部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

森
下
八
〇
の
一
か
ら
八
〇
の

三
四
の
四
一
か
ら
一
三
四
の

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

敷
地
内

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

競
技
場
（
補
助
競
技
場
）
整
備
工

必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を

。
）
及
び
当
該
経
営
規
模
等
入
札

定
め
た
。

山
口

競
技
場
（
補
助
競
技
場
）
整
備
工

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

号
上
の
山
二
〇
一
・
二
〇
二
（
以
上

字
一
ノ
森
下
七
九
・
八
〇
・
字
森

二
・
字
河
内
神
一
三
四
の
四
四
（

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

五
ま
で
、
一
五
三
、
二
三
六
七
の

五
〇
ま
で

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

七

六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

事
（
第
一
工
区
）
の
契
約
に
係
る

要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営

参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期

県
知
事

二

井

関

成

事
（
第
一
工
区
）

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

る
。
）

二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

下
八
〇
の
一
・
八
〇
の
五
・
二
三

以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

定
め
な
い
。

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

一
、
二
三
六
七
の
二
、
字
河
内
神

よ一規、 水 分六す市 一



平成 年 月 日 火曜日 山 口

三

（定期）県 報 第 号

二
構

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

３

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成

事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の

る
こ
と
。

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

で
あ
る
こ
と
。

２

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可

工

全

天

候

型

舗

装

工

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書

な
い
。

の
写
し

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
八
年
六
月
十
九
日
ま
で
に
国

二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総

。
）
の
ほ
装
工
事
の
数
値
が
九

者
の
総
合
評
定
値
の
ほ
装
工
事

査格
審
査
申
請
書
等

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と

（
ほ
装
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限

種

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。

類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
数
値
が
八
百
五
十
以
上
で
あ

、
告
示
四
の

に
規
定
す
る
共

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
ほ
装
工
事
の

等
級

い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

面

積

一
一
、
四
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

〃

〃

〃

〃

〃

〃

岩

国

市

由

宇

町

明

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

堂

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一

区
域
の
名
称

山
根

の

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

号
と
二
十
号
を
結
ん
だ
線
に

市

名

大

字

名

字

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
六
月
二
十

経
営
規
模
等
入
札
参
加

経
営
規
模
等
入
札
参
加

平
成
十
八
年
七
月
七
日
ま

四

そ
の
他

三
三
五
八

三
三
八
二

観

寺

四
六
六
四
地
先

四
六
六
六
の
一

三
二
八
一

合

三
三
四
〇

四
九
一
六
の
一

三
三
五
八
地
先

三
三
五
八

山
口

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
号

囲
ま
れ
た
区
域

名

地

番

合
せ
は
、
山
口
土
木
建
築
事
務
所

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

山
口
市
神
田
町
六
番
一
〇
号

及
び
時
間

日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
午

資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模

で
に
発
送
す
る
。

八
号

九
号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

県
知
事

二

井

関

成

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

標

柱

番

号

（
電
話
〇
八
三

九
二
二

一
〇

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書

八

一 七三 でを



平成 年 月 日 火曜日

〃〃〃〃〃〃〃〃

山 口 県

二
と

市長〃

（定期）報

〃〃〃〃一

第 号

〃〃〃〃〃〃〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

大

日

〃

〃

〃

畑

〃

〃

大
日
比

地
区

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区

名

大

字

名

字

門

市

仙

崎

畑

〃

迫

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

区
域
の
名
称 〃

〃

〃

上

湊

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

堂

〃

上

湊

一
〇
一
〇

一
〇
〇
八
の
一

二
四
五
七
の
七

二
四
五
六

比

二
一
七
四

二
一
七
六
の
二

二
四
八
七
の
一

二
四
八
六
の
一

る
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま
で
を

域名

地

番

二
四
七
七
の
一

一
〇
〇
八
の
一

四
八
八
四
の
四
地
先

四
八
八
八
地
先

四
八
八
一
の
二
地
先

四
八
七
七
の
一

三
三
八
七

原

四
九
四
四

四
九
四
一
の
三

四
九
〇
四
地
先

四
九
〇
二
の
一

合

四
九
一
六
の
一

原

四
九
一
四
地
先

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

十
号

順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

標

柱

番

号

一
号

二
号

十
七
号

十
八
号

十
九
号

二
十
号

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号

十
四
号

十
五
号

十
六
号

最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山

福
祉
部
薬
務
課
に
提
出
す
る

な
お
、
郵
送
す
る
場
合
は

平
成
十
八
年
十
一
月
十
八

二

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
八
年
九
月
一
日
（

九
月
二
十
九
日
ま
で
の
消
印

四

受
験
願
書
等
の
提
出
先

（
三
二
九
）
平
成
十
八
年
度
毒

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭

取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

一

試
験
の
日
時

地

名

及

び

番

山
陽
小
野
田
市
大
字
山
川
字
大
緑

一
及
び
七
七
七
の
六公

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
宇
部
土

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号

こ
と
。

、
封
筒
の
表
に
「
毒
物
劇
物
取
扱

日
（
土
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正

二
番
地

ク金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（

の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）

施
し
ま
す
。

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

七
七
七
の

六
・
〇

告

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

山
口

九

七
五
三

八
五
〇
一
）
山
口
県
健

者
試
験
願
書
在
中
」
と
朱
書
す
る

午
ま
で

金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は

） 第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
毒
物
劇

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

六
六
・
三

四
一
一
・
七
二

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

康こ 、 物 路

公

告



平

た

成 年 月 日 火曜日

（
三土

次
の土

山 口

八

（定期）県 報

六
証

七

第 号

と
五

者
の
名
称
又
は
氏
名

事
業
の

三
〇
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

地
改
良
事
業
を
行
っ

知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

そ
の
他

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
最
寄

部
薬
務
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で

と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切

メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
二
十
四
セ
ン

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ

話
〇
八
三

九
三
三

三
〇
一
八

受
験
手
数
料

一
万
五
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
十
八

口
県
庁
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
プ

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口

開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者

。提
出
書
類

受
験
願
書

戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
日
本

二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

村
長
の
証
明
書
）

写
真
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身

名
称

工
事
着
手
時
期

完
了
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
知

り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝
町

請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表

手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
）
を

は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山

）
に
す
る
こ
と
。

収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定

年
十
二
月
四
日
（
月
曜
日
）
と

ラ
ザ
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る

県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
に
お
い

は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、

の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ

の
規
定
に
よ
る
外
国
人
登
録
原

、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し

像
の
も
の
）

工
事
完
了
時
期

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

事

二

井

関

成

一
番
一
号

山
口
県
健
康
福
祉

に
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
」

用
封
筒
（
縦
三
十
三
セ
ン
チ

同
封
す
る
こ
と
。

口
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
（
電

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山

。て
行
う
の
で
、
試
験
の
得
点
の

受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を

て
は
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和

票
の
記
載
事
項
に
関
す
る
市
町

、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得

数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
五
日

二

換
地
処
分
の
内
容

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

と
お
り

選
挙
管

（
三
三
一
）
国
営
農
地
再
編
整

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施

し
た
。平

成
十
八
年
六
月
二
十
日

柳
井
市
土
地
改
良
区

余区老整

岩
国
市

由か

〃

上ほ

柳
井
市

新農
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗

あ
る
。

示
第
四
十
六
号

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

（
豊
北
地
区
寺
川
換
地
区
）
換
地

理
委
員
会

備
事
業
（
豊
北
地
区
寺
川
換
地
区

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

行
に
係
る
豊
北
地
区
寺
川
換
地
区

山
口

田
富
農
勢
地

朽
た
め
池
の

備

平
成
一
二
、
一
一

西
地
区

ん
が
い
排
水

平
成
一
三
、
一
二

須
川
地
区

場
の
整
備

平
成
一
六
、

一

庄
浜
地
区

道
の
整
備

平
成
一
二
、
一
〇

じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一

び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権

え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超

計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計
画

）
の
換
地
処
分

九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
い

県
知
事

二

井

関

成

、
一
五

平
成
一
三
、

二
、
二

、
一
八

平
成
一
八
、

〃

二

、

九

〃

〃

二

、
三
〇

平
成
一
七
、

三
、
二

一
〇

た 項第びをえ の 、ま 八〇四五

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日

副
知
に
県
員
、
安
委

職
の

県
の

員
の

山 口 県

県
議
の
請

知
事

（定期）報

県
の

す
る

県
議

第 号

直
県
条
廃
の

条
第
一
項

事
、
出
納
長
並
び

の
選
挙
管
理
委

監
査
委
員
及
び
公

員
会
の
委
員
の
解

請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

教
育
委
員
会
の
委

解
職
の
請
求

地
方
教
育
行
政
の

及
び
運
営
に
関
す

律
第
八
条
第
一
項

会
の
議
員
の
解
職

求

地
方
自
治
法
第
八

第
一
項

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

十
六

組
織
る
法

十
条
宇
部
市
美
祢
郡
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
選
挙
区

徳
山
市
都
濃
郡
選
挙
区

防
府
市
佐
波
郡
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
選
挙
区

小
野
田
市
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

新
南
陽
市
選
挙
区

十
一

十
五

十
六

大
島
郡
選
挙
区

玖
珂
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

吉
敷
郡
選
挙
区

厚
狭
郡
選
挙
区

豊
浦
郡
選
挙
区

大
津
郡
選
挙
区

阿
武
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

定

必

要

な

有

十
四

二
七
二
、
〇
二
〇

四
九
、
七
八
一

三
七
、
一
三
四

一
二
、
二
五
〇

二
九
、
〇
〇
八

三
四
、
四
八
六

一
四
、
九
六
九

二
八
、
三
七
七

一
二
、
一
三
四

一
二
、
七
七
三

六
、
四
三
三

九
、
一
七
六

四
、
九
九
七

八
、
七
〇
五

二
七
二
、
〇
二
〇

六
、
三
六
七

一
五
、
六
六
〇

一
六
、
三
八
五

一
〇
、
六
八
六

八
、
〇
七
四

一
三
、
三
六
四

五
、
二
九
三

七
、
九
五
四

六
六
、
七
一
〇

長

福

田

隆

司

権

者

の

数二
四
、
六
四
三

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ

分
〇
〇
秒
の
点
）

北
緯
三
五
度
〇
〇
分

に
か
か
わ
ら
ず
、
次

げ
る
期
間
内
に
行
う
ま
ぐ

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

を
使
用
し
て
行
う
場
合
に

海

次
の

、

、

、

北
緯
三
五
度
〇
二
分

北
緯
三
五
度
〇
三
分

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯

北
緯
三
五
度
〇
三
分

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯

北
緯
三
四
度
五
四
分

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯

北
緯
三
四
度
五
四
分

置
に
あ
っ
て
は
、
北
緯

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

一

指
示
の
内
容

次
の

、

、

、

錨
等
で
船
舶
の
位
置
を
固

目
的
と
し
て
行
う
ま
き
え

ま
き
え
づ
り
等
」
と
い
う

漁
業
調

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

お
り
指
示
す
る
。

て
は
、
北
緯
三
五
度
〇
二
分
〇
〇
秒
東

四
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
九
分
四
一
秒

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お

ろ
ま
き
え
づ
り
等
に
つ
い
て
は
、

い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
船
舶

限
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き

及
び

の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ

一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
七
分
五
一
秒

一
一
秒
東
経
一
三
一
度
一
三
分
五

三
五
度
〇
三
分
〇
〇
秒
東
経
一
三

一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
〇
分
五

三
五
度
〇
三
分
〇
〇
秒
東
経
一
三

一
一
秒
東
経
一
三
一
度
〇
〇
分
五

三
四
度
五
四
分
〇
〇
秒
東
経
一
三

一
一
秒
東
経
一
三
一
度
一
三
分
五

三
四
度
五
四
分
〇
〇
秒
東
経
一
三

山
口
県
日
本
海

及
び

の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に

定
し
、
あ
み
等
を
ま
き
え
と
し
て

づ
り
及
び
当
該
ま
き
え
づ
り
に
係

。
）
は
、
禁
止
す
る
。

整
委
員
会

整
委
員
会
告
示
第
一
号

律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七

一
一

経
一
三
一
度
〇
八

の
点
（
日
本
測
地

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委

（
以
下
「
承
認
船
舶
」
と
い
う
。

る
。

域

期

間

て
囲
ま
れ
た
海
域

の
点
（
日
本
測
地

一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る

一
度
一
四
分
〇
〇
秒
の
点
）

一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る

一
度
〇
一
分
〇
〇
秒
の
点
）

一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る

一
度
〇
一
分
〇
〇
秒
の
点
）

一
秒
の
点
（
日
本
測
地
系
に
よ
る

一
度
一
四
分
〇
〇
秒
の
点
）

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

清

水

栄
太
郎

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
い
て

使
用
し
、
か
つ
、
ま
ぐ
ろ
の
採
捕

る
遊
漁
案
内
行
為
（
以
下
「
ま
ぐ

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

掲員） 位位位位 、をろ と

漁
業
調
整
委
員
会



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

八
年
六
月
二
十
日
印
刷

八
年
六
月
二
十
日
発
行

所
長
及
び
山
口
県
海
面
利
用
協
議

者
に
地
元
関
係
漁
業
協
同
組
合
が

遊
漁
船
業
者

３

遊
漁
の
た
め
に
行
う
場
合
に

使
用
船
舶
は
、

の
表
の
上
欄

期
間
内
に
行
う
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ

第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一

い
う
。
）
を
締
結
し
た
団
体
の
構

ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
の
規
制
を

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

北
緯
三
四
度
五
八
分
三
一

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
一
〇
秒
の
点
）

の
承
認
（
以
下
「
委
員
会
承

ば
な
ら
な
い
。

１

漁
業
の
た
め
に
行
う
場
合
に

「
使
用
船
舶
」
と
い
う
。
）
を

２

遊
漁
案
内
行
為
の
た
め
に
行

北
緯
三
五
度
〇
〇
分
〇
一

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
〇
〇
秒
の
点
）

北
緯
三
四
度
五
八
分
三
一

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
五
〇
秒
の
点
）

北
緯
三
四
度
五
七
分
〇
一

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
〇
〇
秒
の
点
）

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
五
〇
秒
の
点
）

北
緯
三
四
度
五
九
分
一
一

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
〇
〇
秒
の
点
）

北
緯
三
五
度
〇
〇
分
四
一

系
に
よ
る
位
置
に
あ
っ
て
は

分
一
〇
秒
の
点
）

次
の

、

、

、

及
び

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

会
長
の
立
会
い
の
下
に
締
結
さ

含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ

あ
っ
て
は
、
使
用
船
舶
を
所
有

に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
、
そ

り
等
に
関
し
、
沿
岸
漁
場
整
備

項
に
規
定
す
る
漁
場
利
用
協
定

成
員
が
使
用
す
る
船
舶
又
は
漁

遵
守
す
る
旨
を
委
員
会
に
対
し

合
に
お
い
て
、
当
該
漁
場
利
用

秒
東
経
一
三
一
度
〇
五
分
〇
一
秒
の
点

、
北
緯
三
四
度
五
八
分
二
〇
秒
東
経
一

認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
は
、

あ
っ
て
は
、
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ

所
有
し
、
又
は
使
用
す
る
漁
業

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
船

秒
東
経
一
三
一
度
〇
六
分
五
一
秒
の
点

、
北
緯
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒
東
経
一

秒
東
経
一
三
一
度
〇
八
分
四
一
秒
の
点

、
北
緯
三
四
度
五
八
分
二
〇
秒
東
経
一

秒
東
経
一
三
一
度
〇
六
分
五
一
秒
の
点

、
北
緯
三
四
度
五
六
分
五
〇
秒
東
経
一

、
北
緯
三
五
度
〇
〇
分
三
〇
秒
東
経
一

秒
東
経
一
三
一
度
〇
七
分
五
一
秒
の
点

、
北
緯
三
四
度
五
九
分
〇
〇
秒
東
経
一

秒
東
経
一
三
一
度
〇
六
分
〇
一
秒
の
点

、
北
緯
三
五
度
〇
〇
分
三
〇
秒
東
経
一

の
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事 れ
、
か
つ
、
協
定
締
結
の
当
事

ば
な
ら
な
い
。

し
、
又
は
使
用
す
る
遊
漁
者

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

開
発
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律

（
以
下
「
漁
場
利
用
協
定
」
と

場
利
用
協
定
と
同
等
の
内
容
の

誓
約
し
た
者
の
使
用
す
る
船
舶

協
定
は
、
山
口
県
萩
水
産
事
務

（
日
本
測
地

三
一
度
〇
五

次
に
掲
げ
る
者
が
行
わ
な
け
れ

り
等
に
使
用
す
る
船
舶
（
以
下

者舶
を
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る

（
日
本
測
地

三
一
度
〇
七

（
日
本
測
地

三
一
度
〇
八

（
日
本
測
地

三
一
度
〇
七

平
成
十
八
年
九

月
十
六
日
か
ら

平
成
十
九
年
一

月
三
十
一
日
ま

で

三
一
度
〇
九

（
日
本
測
地

三
一
度
〇
八

（
日
本
測
地

三
一
度
〇
六

平
成
十
八
年
七

月
一
日
か
ら
同

年
九
月
十
五
日

ま
で

ま
れ
た
海
域

七
百
円
（
送
料
共
）

業
調
整
委
員
会
告
示
第
一

と
が
で
き
る
。

二

指
示
の
有
効
期
間

平
成
十
八
年
七
月
一
日
か

委
員
会
承
認
を
受
け
た

証
を
承
認
船
舶
に
備
え
付

の
見
や
す
い
と
こ
ろ
に
掲

委
員
会
承
認
を
受
け
た

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

が
漁
業
調
整
上
必
要
と
認

委
員
会
が
漁
業
調
整
上

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規

号
）
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と

ら
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で

者
は
、
ま
ぐ
ろ
ま
き
え
づ
り
等
を

け
る
と
と
も
に
、
委
員
会
の
交
付

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
は
、
承
認
船
舶
を
使
用
し
て

欄
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
う
ま
ぐ

め
て
指
摘
し
た
事
項
を
遵
守
し
な

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は

定
に
よ
る
指
示
に
関
す
る
告
示
（

き
は
、
委
員
会
承
認
を
取
り
消
す

行
う
間
、
委
員
会
の
交
付
す
る
承

す
る
標
旗
を
当
該
承
認
船
舶
の
船

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お

ろ
ま
き
え
づ
り
等
に
関
し
、
委
員

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
承
認
を
受
け
た
者
が
漁
業

平
成
十
八
年
山
口
県
日
本
海
海
区

一
二

こ 認橋い会法漁


